
第３条  地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、５００,０００千円と定める。

　（歳出予算の流用）

第４条  地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による｡

　（地方債）

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、

　限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、 ｢第２表　地方債｣による。

　（一時借入金）

令和５年度千葉県市町村総合事務組合一般会計予算

　令和５年度千葉県市町村総合事務組合一般会計の予算は、次に定めるところによる｡

　（歳入歳出予算）

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２１,８５５,９５４千円と定める｡

　次のとおりと定める。

　款内各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



第１表　歳入歳出予算

歳入

１ 分担金及び負担金 20,197,864 千円

１ 負担金 20,197,864

２ 使用料及び手数料 10

１ 手数料 10

３ 県支出金 221,852

１ 県補助金 221,852

４ 消防基金支出金 440,320

１ 消防基金支出金 440,320

５ 財産収入 35,412

１ 財産運用収入 35,412

６ 繰入金 236,138

１ 基金繰入金 143,844

２ 特別会計繰入金 92,294

７ 繰越金 511,026

１ 繰越金 511,026

８ 諸収入 181,532

１ 預金利子 515

２ 貸付金元利収入 117,859

３ 団体納付金 48,185

４ 県振興協会助成金 10,000

５ 雑入 4,973

９ 組合債 31,800

１ 組合債 31,800

21,855,954

款 項 金額

歳 入 合 計



歳出

１ 議会費 1,245 千円

１ 議会費 1,245

２ 総務費 251,352

１ 総務管理費 247,339

２ 公平委員会費 3,467

３ 監査委員費 546

３ 事業費 18,778,636

１ 退職手当給付費 17,609,381

２ 消防公務災害補償費 30,519

３ 消防賞じゅつ金･見舞金給付費 3,442

４ 消防団員退職報償金給付費 410,645

５ 非常勤職員公務災害等補償費 37,426

６ 予防接種事故補償等給付費 212,707

７ 自然災害救助費 73,658

８ 消防救急無線設備整備管理費 377,397

９ 軽自動車税申告書受付事務費 23,461

４ 消防基金掛金 525,114

１ 消防基金掛金 525,114

５ 公債費 202,132

１ 公債費 202,132

６ 諸支出金 1,746,906

１ 諸支出金 1,746,906

７ 予備費 350,569

１ 予備費 350,569

21,855,954歳 出 合 計

款 項 金額



第２表　地方債

千円

起 債 の 方 法 利 率

(東日本大震災関連）
１４年償還

(東日本大震災関連以外）
１１年償還

災害援護資金 貸付金 31,800 証書借入れ 無利子

償 還 の 方 法起 債 の 目 的 限 度 額



令和５年度千葉県市町村交通災害共済特別会計予算

　令和５年度千葉県市町村交通災害共済特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

　（歳入歳出予算）

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１１０,０６７千円と定める｡

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による｡

　（歳出予算の流用）

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

　流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　款内各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



第１表　歳入歳出予算

歳入

１ 共済会費 75,447 千円

１ 共済会費 75,447

２ 財産収入 1,360

１ 財産運用収入 1,360

３ 繰入金 1

１ 基金繰入金 1

４ 繰越金 33,257

１ 繰越金 33,257

５ 諸収入 2

１ 諸収入 2

110,067

歳出

１ 総務費 38,363 千円

１ 総務管理費 38,363

２ 共済事業費 65,517

１ 共済事業費 65,517

３ 諸支出金 1,390

１ 諸支出金 1,390

４ 予備費 4,797

１ 予備費 4,797

110,067歳 出 合 計

款 項 金額

款 項 金額

歳 入 合 計



令和５年度千葉県自治会館管理運営特別会計予算

　令和５年度千葉県自治会館管理運営特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

　（歳入歳出予算）

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１８９,２０４千円と定める｡

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による｡

　（歳出予算の流用）

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

　流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　款内各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



第１表　歳入歳出予算

歳入

１ 分担金及び負担金 41,345 千円

１ 負担金 41,345

２ 使用料及び手数料 71,550

１ 使用料 71,550

３ 財産収入 2,321

１ 財産運用収入 2,321

４ 繰入金 1

１ 繰入金 1

５ 繰越金 44,127

１ 繰越金 44,127

６ 諸収入 29,860

１ 諸収入 29,860

189,204

歳出

１ 総務費 115,843 千円

１ 総務管理費 115,843

２ 諸支出金 63,361

１ 諸支出金 63,361

３ 予備費 10,000

１ 予備費 10,000

189,204歳 出 合 計

款 項 金額

款 項 金額

歳 入 合 計



令和５年度千葉県自治研修センター特別会計予算

　令和５年度千葉県自治研修センター特別会計の予算は、次に定めるところによる｡

　（歳入歳出予算）

第１条  歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１０５,０１５千円と定める｡

２  歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表　歳入歳出予算」による｡

　（歳出予算の流用）

第２条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を

　流用することができる場合は、次のとおりと定める。

　款内各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用



第１表　歳入歳出予算

歳入

１ 分担金及び負担金 15,947 千円

１ 負担金 15,947

２ 財産収入 97

１ 財産運用収入 97

３ 繰入金 1,480

１ 繰入金 1,480

４ 繰越金 932

１ 繰越金 932

５ 諸収入 86,559

１ 県振興協会基金助成金 80,000

２ 納付金 6,558

３ 雑入 1

105,015

歳出

１ 自治研修センター事業費 104,363 千円

１ 管理費 79,228

２ 研修事業費 18,072

３ 市町村職員採用試験費 7,063

２ 諸支出金 97

１ 諸支出金 97

３ 予備費 555

１ 予備費 555

105,015歳 出 合 計

款 項 金額

款 項 金額

歳 入 合 計


